
各課からのお知らせ

11小城市報さくら

乳
幼
児
の
医
療
費
を 

助
成
し
て
い
ま
す　

◆
対
象
者　

　

市
内
在
住
の
０
歳
か
ら
小
学
校

就
学
前
（
６
歳
に
な
っ
て
最
初
の

３
月　

日
）
の
乳
幼
児
。

３１

◆
注
意
点

・
３
歳
未
満
に
関
し
て
は
資
格
証

（
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
）の

提
示
が
必
要
で
す
。

・
申
請
書
（
乳
幼
児
医
療
費
助
成

申
請
書
）
は
各
庁
舎
総
合
窓
口

又
は
こ
ど
も
課
（
小
城
庁
舎
）

に
あ
り
ま
す
。

・
医
療
費
を
支
払
っ
た
日
か
ら
、

市
役
所
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
の

期
間
が
１
年
を
過
ぎ
る
と
申
請

で
き
ま
せ
ん
。

・
申
請
書
は
、
診
療
月
の
翌
月
以

降
に
１
か
月
分
ま
と
め
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
外
診
療
分
は
、
助
成
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
各
庁

舎
総
合
窓
口
又
は
こ
ど
も
課
ま
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
こ
ど
も
課　

　

子
育
て
支
援
係
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

藤
木
・
吉
岡

　

☎　

－

８
８
２
１

７３

農
業
委
員
会
か
ら
の 

お
知
ら
せ

　

農
地
の
売
買
、
贈
与
、
賃
借
を

す
る
際
は
、
農
業
委
員
会
の
許
可

が
必
要
で
す
。
小
城
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
手
続
き
の
手
順
を
公

開
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

①
許
可
の
ポ
イ
ン
ト
及
び
申
請
か

ら
許
可
ま
で
の
流
れ
を
解
り
や

す
く
解
説
し
た
「
農
地
の
売
買
、

贈
与
、
貸
借
等
の
許
可
に
つ
い

て
」

②
申
請
に
当
た
っ
て
の
必
要
書
類

を
整
理
し
た
「
必
要
書
類
一
覧

表
及
び
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

③
申
請
書
の
具
体
的
記
入
方
法
を
、

申
請
者
の
目
線
で
解
説
し
た

「
申
請
書
記
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

　
申
請
書
は
小
城
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
事
業
案
内

→
商
工
業
・
農
業
・
林
業
・
水

産
業
→
農
地
に
関
す
る
こ
と

【
問
合
せ
】
農
業
委
員
会
事
務
局

　
（
芦
刈
庁
舎
）

　

担
当　

大
久
保
・
水
田

　

☎　

－
８
８
２
３

６３

有
料
広
告

助成の内容
０歳～３歳未満

【県内医療機関及び指定の医療機関※１】
　各医療機関の窓口で資格証を提示し、１か月につき自己負
担金として３００円をお支払いいただきます。※２

※１．指定の医療機関は久留米大学病院、聖マリア病院、福岡
市立こども病院・感染センター、佐世保市立総合病院の４
機関となります。
※２．同一月・同一医療機関であっても、入院と外来があると
きはそれぞれ３００円をお支払いいただきます。

【県外医療機関】
　各医療機関の窓口で一旦、医療費をお支払いいただき、申
請書に領収書を添えて提出してください。
　乳幼児１人につき１か月分お支払いいただいた医療費を全
額助成します。

３歳～小学校就学前
【県内外すべての医療機関】
　各医療機関の窓口で一旦、医療費をお支払いいただき、申
請書に領収書を添えて提出してください。
　乳幼児１人につき１か月分お支払いいただいた医療費から
５００円を控除した額を助成します。


